
＜対策のポイント＞
国産畜産物の流通構造の⾼度化や輸出促進等を図るため、⾷⾁処理施設等の再編等や輸出拡⼤に必要な施設の整備、基幹となる⾷⾁処理施設及び

乳製品加⼯施設の合理化・⾼度化等を⽀援します。

＜政策⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）

＜ 事 業 の 全 体 像 ＞

令和７年度補正予算額 16,659百万円

①⾷⾁流通構造⾼度化・輸出拡⼤施設整備事業
⾷⾁処理施設の再編等に必要となる施設整備、機械導⼊等を⽀援します。

②⾷⾁処理基幹施設整備事業
都道府県が計画で定める⾷⾁処理施設の合理化等を⽀援します。

③輸出対応型畜産物処理加⼯施設整備事業
畜産物の輸出拡⼤に必要となる畜産物処理加⼯施設（※）の整備を⽀援

します。

④先進モデル的⾷⿃処理施設整備事業
省⼒化やアニマルウェルフェアに対応した⾷⿃処理施設の整備、機械導⼊等を

⽀援します。

⑤家畜市場再編整備⽀援事業
再編する家畜市場に対して、合併に必要な施設の整備、設備・機器の導⼊を

⽀援します。

⑥⾁⾻粉利⽤促進事業
飼料原料等として利⽤しやすい⾼品質な⾁⾻粉の製造に必要な施設整備、機

械導⼊等を⽀援します。

⑦流通構造⾼度化の更なる加速化
流通構造の⾼度化に取り組む事業実施主体に対し、都道府県や市町村が当該

取組の加速化に向けた⽀援を⾏う場合、その費⽤の⼀部を⽀援します。

１．⾷⾁等の流通体制の強化 ２．⽣乳の需給調整体制等の強化
⽣乳需給調整⾼度化・輸出拡⼤事業

広域の⽣乳需給調整機能を果たす乳製品加⼯基幹施設（⾼次加⼯を含む）
の⾼度化、輸出拡⼤に必要となる乳業施設の整備を⽀援します。

定額、1/2以内
コンソーシアム

国

1/2以内

配合飼料製造業者等

＜事業の流れ＞
（１の①②④の事業）

（１の③の事業）

（２の事業）

定額、1/2以内

都道府県

［お問い合わせ先］畜産局⾷⾁鶏卵課 （03-3502-5989）
⽜乳乳製品課 （03-3502-5987）
飼料課 （03-3591-6745）

1/2以内
（国庫補助⾦額

の1/6以内）
定額

事業実施主体 （1の⑦の事業）
※１の①〜⑤に限る

３．配合飼料の製造体制の強化
配合飼料⼯場再編整備⽀援事業
配合飼料⼯場の再編等に必要となる施設整備等を⽀援します。

コンソーシアム等

（３の事業）

定額、1/2以内

1/2以内

⾷⾁処理施設等

レンダリング施設 （１の⑥の事業）
1/2以内

農林⽔産物・⾷品の輸出促進のうち
２ 畜産物等流通構造⾼度化・輸出拡⼤事業

※⾷⾁処理施設、⾷⿃処理施設、鶏卵処理施設

⽣産者団体等
1/2以内

（１の⑤の事業）



＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．⾷⾁流通構造⾼度化・輸出拡⼤施設整備事業

① ⾷⾁流通再編合理化推進事業
畜産農家・⾷⾁処理施設・⾷⾁流通事業者の３者で組織するコンソーシアム

による計画策定やその実現に向けた協議会等の開催を⽀援します。
② ⾷⾁流通再編合理化施設整備事業

コンソーシアム計画に位置付けられた、⾷⾁処理施設の再編に必要な施設整
備、機械導⼊等を⽀援します。

２．⾷⾁処理基幹施設整備事業
① ⾷⾁処理基幹施設整備推進事業

都道府県を中⼼としたコンソーシアムによる計画策定やその実現に向けた協議
会等の開催を⽀援します。

② ⾷⾁処理基幹施設整備事業
稼働率が⾼く⽣産量の多い中核的な基幹施設として都道府県が計画で定め

る⾷⾁処理施設の合理化等を⽀援します。

３．輸出対応型畜産物処理加⼯施設整備事業
畜産物の輸出拡⼤を図るために必要となる畜産物処理加⼯施設の整備を⽀援

します。

４．流通構造⾼度化の更なる加速化
流通構造の⾼度化に取り組む事業実施主体に対し、都道府県や市町村が当該

取組の加速化に向けた⽀援を⾏う場合、その費⽤の⼀部を⽀援します。

＜対策のポイント＞
国産畜産物の流通構造の⾼度化や輸出促進等を図るため、畜産農家・⾷⾁処理施設・⾷⾁流通事業者等で組織するコンソーシアムが取り組む⾷⾁処

理施設の再編等や輸出拡⼤に必要な施設の整備、都道府県を中⼼としたコンソーシアムが取り組む基幹となる⾷⾁処理施設の合理化等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）

［お問い合わせ先］畜産局⾷⾁鶏卵課 （03-3502-5989）

畜産物等流通構造⾼度化・輸出拡⼤事業のうち
２－１ ⾷⾁流通構造⾼度化・輸出拡⼤施設整備事業 等 令和７年度補正予算額 16,659百万円の内数

＜事業の流れ＞

（２の事業）
都道
府県

畜産農家・⾷⾁処理施設・
⾷⾁流通事業者による

コンソーシアム
交付

国
畜産物処理加⼯施設

１/２以内
（３の事業）

（１の事業）定額、１/２以内

都道府県を中⼼とした
コンソーシアム

定額、１/２以内

事業実施主体 （４の事業）
定額

1/2以内
（国庫補助⾦額

の1/6以内）

（１の事業）再編に必要な整備
（２の事業）基幹施設の合理化
（３の事業）輸出拡⼤のための整備

都道府県、
市町村

国

（４の事業）
流通合理化の更なる加速化

⇒①と②で、国・地⽅公共団体が
最⼤２/３を⽀援

国
①⽀援

②⽀援



＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．省⼒化やアニマルウェルフェアに対応した⾷⿃処理施設整備
⾁⽤鶏農家・⾷⿃処理施設・鶏⾁流通事業者等で組織するコンソーシアムが取

り組む、国際的にも対応が急務となっているアニマルウェルフェア対応型のスタニング
設備の導⼊や、省⼒化のための全⾃動脱⾻ロボット等の導⼊等による⾷⿃処理施
設の整備、機械導⼊等を⽀援します。

２．流通構造⾼度化の更なる加速化
流通構造の⾼度化に取り組むコンソーシアムに対し、都道府県や市町村が当該

取組の加速化に向けた⽀援を⾏う場合、その費⽤の⼀部を⽀援します。

＜対策のポイント＞
鶏⾁の流通構造の⾼度化や国際競争⼒の強化を図るため、⾁⽤鶏農家・⾷⿃処理施設・鶏⾁流通事業者等で組織するコンソーシアムが取り組む、アニ

マルウェルフェア対応型のスタニング設備等や、省⼒化のための全⾃動脱⾻ロボット等の導⼊による⾷⿃処理施設の整備、機械導⼊等を⽀援します。

＜事業⽬標＞〔2023年度 → 2030年度〕
鶏⾁⽣産量 169万ｔ → 172万ｔ

［お問い合わせ先］畜産局⾷⾁鶏卵課 （03-3502-5989）

畜産物等流通構造⾼度化・輸出拡⼤事業のうち
２－２ 先進モデル的⾷⿃処理施設整備事業 令和７年度補正予算額 16,659百万円の内数

＜事業の流れ＞

都道
府県

⾁⽤鶏農家・⾷⿃処理施
設・鶏⾁流通事業者等

によるコンソーシアム

交付

国

１/２以内

1/2以内
（国庫補助⾦額
の1/６以内）

国

都道府県、
市町村

（２の事業）
流通合理化の更なる加速化

⇒①と②で、国・地⽅公共団体が
最⼤２/３を⽀援

国
①⽀援

②⽀援

⾁⽤鶏農家
鶏⾁流通事業者

⾷⿃処理施設

コンソーシアムを形成

（１の事業）
先進モデル的⾷⿃処理施設整備事業
• アニマルウェルフェア対応型スタニン

グ設備の導⼊
• 全⾃動脱⾻ロボットの導⼊ 等

（１の事業）

⾷⿃処理施設

定額

（２の事業）



＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１. 家畜市場の再編における施設整備・機械導⼊の⽀援
⾁⽤⽜等の流通において重要な役割を担う家畜市場が、⽣産者⼾数の減少に

伴う上場頭数の減少、地理的条件の悪さや施設の⽼朽化等に対応するために合併
を⾏う場合、頭数の増加等に対応するために必要な施設整備、機械導⼊等を⽀援
します。

２．流通構造⾼度化の更なる加速化 
流通構造の⾼度化に取り組む事業実施主体に対し、都道府県や市町村が当該

取組の加速化に向けた⽀援を⾏う場合、その費⽤の⼀部を⽀援します。
□□家畜市場

＜対策のポイント＞
家畜流通において重要な役割を果たしている家畜市場について、出荷頭数や購買者の増加等を図り市場取引を活性化するため、家畜市場の合併に必要な

施設整備等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
〇 家畜市場の活性化を通じた⽣産基盤の強化
〇 ⾼資質和⼦⽜の取引頭数の増加

＜事業の流れ＞

国 都道
府県

交付

［お問い合わせ先］畜産局⾷⾁鶏卵課（03-3502-5989）

家畜市場の活性化
・

⾁⽤⽜産地の育成

新設整備

頭数の減少、少ない開催頻度、施設・設備・機器の⽼朽化

２ヶ⽉に１回開催 毎⽉開催

○○家畜市場 △△家畜市場

毎⽉開催
（頭数の増加）

合併

⽣産者団体等

１/２以内

畜産物等流通構造⾼度化・輸出拡⼤事業のうち
２－３ 家畜市場再編整備⽀援事業 令和７年度補正予算額 16,659百万円の内数

1/2以内 
（国庫補助⾦額
の1/６以内） 定額

（１の事業）

（２の事業）

国
①⽀援

国

都道府県、
市町村

②⽀援

（１の事業）家畜市場の
再編における施設整備等

（２の事業）流通合理
化の更なる加速化
⇒①と②で、

国・地⽅公共団体が
最⼤２/３を⽀援



＜対策のポイント＞
鶏・豚⽤飼料への利⽤が再開された⽜⾁⾻粉等について、レンダリング業者が処分から販売に転換する取組を促進するため、飼料原料等として利⽤しやすい

⾼品質な⾁⾻粉の製造に必要な施設整備や機械導⼊等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
〇 国内未利⽤資源の有効活⽤

＜事業の流れ＞

国 都道府県

交付

［お問い合わせ先］畜産局⾷⾁鶏卵課（03-3502-5989）

レンダリング業者

１/２以内

畜産物等流通構造⾼度化・輸出拡⼤事業のうち
２－４ ⾁⾻粉利⽤促進事業 令和７年度補正予算額 16,659百万円の内数

レンダリング施設 焼却施設等

飼料利用の
再開

⽜⾁⾻粉
焼却処分

⾼品質な
⽜⾁⾻粉の製造

飼料原料として販売

配合飼料⼯場
Ｂ飼料

施設整備 分析機器の導入
（飼料成分の測定）

⾼品質な⾁⾻粉を製造するための
施設整備や機械導⼊等を⽀援

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．施設整備事業（拡充）
飼料原料等として利⽤しやすい⾼品質な⾁⾻粉等を効率的に製造するために必

要な施設整備を⽀援します。

２．機械導⼊事業（継続）
飼料原料等として利⽤しやすい⾼品質な⾁⾻粉等を製造するために必要な機械

の導⼊等を⽀援します。

主な施設︓原料前処理施設、原料処理施設、製品化施設 等

主な機械︓粉砕機、篩機、殺菌装置、分析装置 等




